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③ 本
文
中
に
記
載
が
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
、
対
象=

ど
な
た
で
も
、
費
用=

無
料
、
申
込=

不
要
（
定
員
の
記
載
が
あ
り
申
込
の
記
載
が
な
い
も
の
も
、
当
日
、
直
接
会
場
へ
）。

=
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ー
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ー
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、

=
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メ
ー
ル
ア
ド
レ
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、

=

地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
、

=

出
張
所
、

=

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、

=

う
つ
の
み
や
表
参
道
ス
ク
エ
ア
、

=

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、

=

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

HP

区

出

涯

参

コ

活

申
請
し
て
ね
。
初
回
の
交
付
手

数
料
は
無
料
だ
よ
。
た
だ
し
、

申
請
か
ら
受
け
取
り
ま
で
１
〜

２
カ
月
か
か
る
か
ら
、
確
定
申

告
な
ど
の
電
子
申
請
を
す
る
場

合
は
、
早
め
に
申
請
し
て
ね

（
左
の
図
２
）。

も
し
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
な
く
し
た
り
、
住
所

や
氏
名
が
変
わ
っ
た
り
し
た
ら
、

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
？

紛
失
や
盗
難
に
あ
っ
た
と

き
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総

合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
１
２

０（
95
）０
１
７
８
（
24
時
間
365

日
対
応
）
に
利
用
の
一
時
停
止

の
連
絡
を
し
て
ね
。

　
ま
た
、
住
所
や
氏
名
な
ど
の

記
載
情
報
が
変
わ
る
と
、
身
分

証
明
書
と
し
て
使
え
な
く
な
る

し
、
電
子
申
請
が
で
き
な
く

な
っ
て
し
ま
う
よ
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
再

交
付
（
有
料
）
や
記
載
内
容
の

変
更
は
、
市
民
課
・
各

・

で
手
続
き
し
て
ね
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
っ
て
、
ど

ん
な
も
の
な
の
？ 

複
数
の
行
政
機
関
が
持
っ

て
い
る
個
人
情
報
が
、
同

じ
人
の
情
報
だ
っ
て
こ
と
を
確

認
す
る
た
め
１
人
１
つ
ず
つ
持

つ
12
桁
の
番
号
だ
よ
。
社
会
保

障
や
税
の
手
続
き
な
ど
で
必
要

に
な
っ
た
ん
だ
。
自
分
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

通
知
カ
ー
ド
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
他
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
記
載
し
た
住
民
票
の
写
し
で

も
確
認
で
き
る
よ
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
使
う
こ

と
で
ど
う
変
わ
っ
た
の
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
で
市
民
の

皆
さ
ん
の
個
人
情
報
を
、

異
な
る
行
政
機
関
の
間
で
や
り

取
り
す
る
情
報
連
携
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。
こ
の

情
報
連
携
で
、
行
政
機
関
に
提

出
し
て
い
た
書
類
が
省
略
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
。

ど
ん
な
書
類
が
省
略
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
の
？

市
役
所
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
申
請
を
す
る
と
き
に
提

出
す
る
、
住
民
票
や
課
税
証
明

書
な
ど
の
書
類
が
省
略
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
よ
（
欄
外
参

照
）。
こ
れ
か
ら
、
省
略
で
き

る
提
出
書
類
が
増
え
て
、
市
民

の
皆
さ
ん
の
申
請
が
も
っ
と
簡

単
で
便
利
に
な
っ
て
い
く
よ
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
っ

て
、
ど
ん
な
カ
ー
ド
な

の
？

◎マイナンバー制度について、詳しくは、内閣府マイナンバー特設 http://www.cao.go.jp/bangouse
ido/を、マイナンバーカード・マイナンバー通知カードについて、詳しくは、マイナンバーカード総合サ
イト https://www.kojinbango-card.go.jpをご覧ください。
◎この特集についての問い合わせ＝行政改革課☎（632）2039、市民課☎（632）5266、マイナンバーカー
ド・マイナンバー通知カードについての問い合わせ＝マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120（95）0178へ。
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◎マイナンバーを使って省略できる書類　▽保育所などの利用認定　生活保護受給証明書、児童扶養手当
証書、特別児童扶養手当証書▽児童手当　課税証明書▽児童扶養手当　住民票、課税証明書、特別児童扶
養手当証書▽生活保護　課税証明書、雇用保険受給資格者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
▽障がい児通所支援・医療費助成　住民票、課税証明書、生活保護受給証明書▽その他　「保育所などの
利用認定」の課税証明書や「児童手当」の住民票は、平成30年7月以降省略可能となる見込みです。

▲マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

▲ミヤリー

▲マイナンバーカード表面

▲マイナンバー通知カード
（紙製）

▲マイナンバーカード裏面

　平成28年１月から、マイ
ナンバー制度がスタートし、
社会保障、税、災害対策の行
政手続きで、マイナンバー
が利用されています。マイ
ナンバーやマイナンバー
カードでみんなの暮らしが、
どのように便利になるのか、
ミヤリーが友達のマイナ
ちゃんにいろいろな質問を
しました。

マイナンバー（社会保障・税番号制度）で
もっと便利に暮らしやすく

マイナンバー通知カードや
マイナンバーカードでできること

行
政
機
関
に
提
出
す
る
書
類
が

省
略
で
き
ま
す

暮
ら
し
を
便
利
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

取
得
方
法
な
ど

区

出

運転免許証などと同様に、
顔写真付きの公的な身分証明書
として使えます。

住民票の写しや印鑑登録証明書、
戸籍謄抄本、戸籍の附票、
所得証明書、課税証明書を
コンビニで取得できます（※3）。

マイナンバーカードがあれば…

戸籍証明書住民票

印鑑登録証明書
印

24

○○市役所

確定申告などの申請が電子申請でき、
「マイナポータル」を利用できます（※3）。

申請

図1　マイナンバーカードであなたの
暮らしがこんなに便利に

図2　マイナンバーカードの申請から受け取りの流れ
1マイナンバーカードの申請　マイナ
ンバー通知カードの下の交付申請書に、必要
事項を書き、顔写真を貼って、郵送またはイ
ンターネットで、申請ができます。

2交付通知書が届きます　申請して１
～２か月後に、交付通知書（はがき）が自宅
に届きます。

3マイナンバーカードの受け取り　
交付通知書に記載された交付場所で受け取れ
ます。必要書類を提出し、本人確認の上、暗
証番号を設定していただきます。

■注意事項　交付申請書を紛失または、交付申請書に記載されている
住所・氏名などに変更があった場合は交付申請書は使用できません。そ
の場合、本人確認書類２点と顔写真をお持ちの上、直接、市民課・各

・ へ。区 出

HP

HP

将来、健康保険証やオリンピックの入場券など、
さまざまな利用方法が検討されているよ。

▲受け付け

■窓口の時間延長　市民課（市役所1階）では、マイナンバーカードの
申請受け付けを平日午後７時まで延長しています。
■オンライン申請の支援　市民課では、タブレットを使って入力操作
や写真撮影などの支援を行います。
■出前講座　市職員がマイナンバー制度の概要やマイナンバーカー
ドの紹介などを行います。希望者には、申
請書の記入方法の説明や受け付けを行
います。
■企業や団体における一括受け付け　
市職員が企業や団体に出向いて申請の
受け付けを行います（要事前相談）。
問市民課☎（632）5266

3月までマイナンバーカード取得促進キャンペーン実施中

氏
名
・
住
所
・
生
年
月

日
・
性
別
・
顔
写
真
な
ど

が
書
い
て
あ
る
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
証
明
と
本
人
確
認
の
両

方
が
で
き
る
唯
一
の
公
的
機
関

が
発
行
す
る
カ
ー
ド
だ
よ
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

持
っ
て
い
る
と
、
ど
ん
な

便
利
な
こ
と
が
あ
る
の
？

身
分
証
明
書
と
し
て
利
用

で
き
た
り
、
電
子
証
明
書

や
IC
チ
ッ
プ
が
内
蔵
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
確
定
申
告
な
ど
の
電

子
申
請
が
で
き
た
り
す
る
よ
。

　
ま
た
、
住
民
票
な
ど
の
証
明

書
を
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

な
ど
で
取
得
で
き
た
り
、
情
報

連
携
の
履
歴
や
行
政
機
関
が

持
っ
て
い
る
自
分
の
個
人
情
報

を
確
認
で
き
る「
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
」に
ロ
グ
イ
ン
で
き
た
り

す
る
ん
だ
。

　
将
来
、
健
康
保
険
証
や
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
の
入
場
券
と
し
て
利

用
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
利

用
方
法
が
検
討
さ
れ
て
い
る
便

利
な
カ
ー
ド
だ
か
ら
、
た
く
さ

ん
の
人
に
申
請
し
て
も
ら
い
た

い
な
（
左
の
図
１
）。

便
利
な
カ
ー
ド
だ
ね
。
で

も
、
ど
う
や
っ
た
ら
も
ら

え
る
の
？

希
望
す
る
人
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
の
下

の
交
付
申
請
書
を
使
っ
て
、
郵

送
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

※3 証明書のコンビニ交付や電子申請には、電子証明書が搭載されたマイナン
バーカードが必要です。

※1 マイナンバー通知カードの提示に
併せて、本人確認ができる身分証明書
の提示も必要です。
※2 コンビニ交付・電子申請ができる
のは、電子証明書の搭載があるものの
みです。

内　容 通知カード マイナンバー
カード

提示で行政
機関への提
出書類省略

（※１）
○ ○

顔写真付き
の公的な身
分証明書 × ○
各種証明書
のコンビニ
交付 × ○
行政手続き
の電子申請 × ○

（※2）

（※2）
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マイナンバーカードがあれば…

戸籍証明書住民票

印鑑登録証明書
印
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○○市役所

確定申告などの申請が電子申請でき、
「マイナポータル」を利用できます（※3）。

申請

図1　マイナンバーカードであなたの
暮らしがこんなに便利に

図2　マイナンバーカードの申請から受け取りの流れ
1マイナンバーカードの申請　マイナ
ンバー通知カードの下の交付申請書に、必要
事項を書き、顔写真を貼って、郵送またはイ
ンターネットで、申請ができます。

2交付通知書が届きます　申請して１
～２か月後に、交付通知書（はがき）が自宅
に届きます。

3マイナンバーカードの受け取り　
交付通知書に記載された交付場所で受け取れ
ます。必要書類を提出し、本人確認の上、暗
証番号を設定していただきます。

■注意事項　交付申請書を紛失または、交付申請書に記載されている
住所・氏名などに変更があった場合は交付申請書は使用できません。そ
の場合、本人確認書類２点と顔写真をお持ちの上、直接、市民課・各

・ へ。区 出

HP

HP

将来、健康保険証やオリンピックの入場券など、
さまざまな利用方法が検討されているよ。

▲受け付け

■窓口の時間延長　市民課（市役所1階）では、マイナンバーカードの
申請受け付けを平日午後７時まで延長しています。
■オンライン申請の支援　市民課では、タブレットを使って入力操作
や写真撮影などの支援を行います。
■出前講座　市職員がマイナンバー制度の概要やマイナンバーカー
ドの紹介などを行います。希望者には、申
請書の記入方法の説明や受け付けを行
います。
■企業や団体における一括受け付け　
市職員が企業や団体に出向いて申請の
受け付けを行います（要事前相談）。
問市民課☎（632）5266

3月までマイナンバーカード取得促進キャンペーン実施中
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※3 証明書のコンビニ交付や電子申請には、電子証明書が搭載されたマイナン
バーカードが必要です。

※1 マイナンバー通知カードの提示に
併せて、本人確認ができる身分証明書
の提示も必要です。
※2 コンビニ交付・電子申請ができる
のは、電子証明書の搭載があるものの
みです。

内　容 通知カード マイナンバー
カード

提示で行政
機関への提
出書類省略

（※１）
○ ○

顔写真付き
の公的な身
分証明書 × ○
各種証明書
のコンビニ
交付 × ○
行政手続き
の電子申請 × ○

（※2）

（※2）




